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「刑事施設における刑務官体験プログラム」の実施に関する覚書  

 

○○矯正管区と○○大学（院） (以下「大学（院）」という。 )は、貴大

学（院）に所属する○○○○（以下「実習生」という。）が参加する「刑

事施設における刑務官体験プログラム」の取扱いについて、下記のとおり

覚書を締結する。  

記  

第１ 基本的役割等  

（１）○○刑務所は、○○大学（院）の学生を令和○○年○月○日から同

月○日までの期間に実習生として受け入れ、実習生が行う実習に対し

て必要な指導及び助言を行う。  

（２）大学（院）は実習生に対し、本覚書に定める事項を周知するととも

に、円滑な実習を進めるために必要な指導等を行う。  

（３）○○矯正管区及び○○刑務所と大学（院）は、実習の実施に当たり

連携及び協力を行う。  

 

第２ 実習時間、実習に係る費用負担及び事故への対応  

（１）実習時間は、午前○時○分から午後○時までとする。休憩時間は適

宜取得することとする。ただし、実習生の指導及び監督並びに実習生

への助言等を行う法務省の担当者が必要と認めた場合には、あらかじ

め実習生の同意を得て、上記時間外においても実習を実施することが

できるものとする。  

（２）法務省の機関は、実習生に対し、一切の実習に関する給与、手当等

(交通費、滞在費、食費、保険料等)を支給しない。  

（３）大学（院）は、実習期間中の事故等により、実習生が傷害を負った

場合又は実習生が○○刑務所若しくは職員等に損害を与えた場合等

に備え、実習生に、｢学生教育研究災害傷害保険｣等の災害補償保険及

び｢インターンシップ等賠償責任保険｣等の賠償責任保険の両方に加

入させなければならない。  

なお、上記保険の利用等に関する必要な手続は、大学（院）又は実

習生が行うものとする。  

 

第３ 実習期間中における遵守事項等  

（１）実習期間中、実習生は国家公務員としての身分は保有しないが、国

家公務員については、公務の信用を傷つけ、又は公務員全体の不名誉

となるような行為が禁止されていること等（国家公務員法第９９条）

に鑑み、これらに類する行為を行ってはならない。  

（２）実習期間中、実習生は国家公務員としての身分を保有しないが、国
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家公務員については、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはなら

ないとされていること（国家公務員法第１００条）に鑑み、実習期間

中に知ることのできた秘密を何人にも漏らしてはならない。実習期間

終了後も同様とする。  

（３）実習生は、実習期間中、実習時間の１０分前までに指定された実習

場所に登庁し、実習に関して、法務省の指示に従うとともに、実習期

間中は実習に専念する。  

（４）実習の欠務は、正当な事由がある場合以外はこれを認めない。実習

生は、正当な事由により実習を欠務する場合は、事前に○○矯正管区

に申し出てその指示に従うこととする。やむを得ず事前の申出ができ

ない場合は、事後、速やかに○○矯正管区及び○○刑務所に連絡する

こととする。  

（５）大学（院）は、実習期間中及び実習期間終了後、実習生が実習期間

中に知ることのできた秘密を何人にも漏らさぬよう指導・監督する。 

（６）実習生及び大学（院）は、別添の誓約書を○○矯正管区成人矯正部

長宛てに、実習生と大学（院）総括責任者との連名で提出する。  

（７）○○矯正管区又は○○刑務所は、実習生が本覚書に従わない場合そ

の他実習を継続しがたい事由が生じた場合は、実習を打ち切ることが

できる。この場合において、○○矯正管区は、速やかに大学（院）に

その旨を通知する。  

 

第４ 個人情報の目的外使用の禁止  

○○矯正管区及び○○刑務所は、実習生の個人情報の管理について

万全を期し、実習生の個人情報を本人の同意なく第三者に提供しない。

また、○○矯正管区及び○○刑務所は、実習生の個人情報をプログラ

ム実施以外の目的には使用しない。  

 

第５ 実習生及び大学の責任等  

（１）実習生は、実習期間中又は実習期間終了後において、本覚書又は別

添誓約書に反する行為により○○刑務所若しくは職員等に損害を与

えた場合、当該損害に係る責任を負うものとする。  

（２）大学（院）は、刑事施設が実習の受入先であるという事情を考慮し

た上で、実習生が上記（１）の損害を与えることのないよう必要な指

導・監督を行う義務を負うものとする。  

 

第６ 協議 

本覚書に定めがない事項又は本覚書に疑義が生じた事項については、

○○矯正管区と大学（院）が協議した上で決定するものとする。  

本覚書の締結を証するため、本書３通を作成し、○○矯正管区、大
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学（院）及び実習生が記名捺印の上、それぞれ１通を保管するものと

する。  

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

○○矯正管区成人矯正部長     ○ ○  ○ ○  

 

 

○○大学（院）＜総括責任者名＞  ○ ○  ○ ○ 

 

 

○○大学（院）○学部        ○ ○  ○ ○ 


